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【八千代都市計画区域】 

１ 都市計画の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）本区域の基本理念 

本区域は首都圏整備法に基づく近郊整備地帯内にあり、千葉県の北西部に位置し、東

京都心から約 31ｋｍ、県都千葉市へ約 10ｋｍという至近な距離にあり、都市の発展に

極めて有利な地理的条件の下におかれている。このような地理的条件から、江戸時代に

は、佐倉、成田に通じる成田街道の宿場町として繁栄し、宿場を中心とした純農村的な

地域社会であったが、その後、大正 15年 12 月京成電鉄本線（以下「京成本線」という。）

が開通して京成大和田駅が開設されてからは、成田街道の役割も薄れ、宿場町として繁

栄した市街地に代わって京成大和田駅周辺が市街化し、商圏も次第に変化して地域社会

の核が南下していった。さらに、昭和 30 年代に入り、当時全国に先駆けた大規模な団

地（八千代台団地）が、山林を切り開いて造成され、これを契機に本区域の人口流入現

象が現れるようになった。 

その後、独立行政法人都市再生機構及び千葉県住宅供給公社等により勝田台団地、米

八千代都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

１．都市計画の目標 

1) 都市づくりの基本理念 

① 千葉県の基本理念 

本県では、人口減少や少子高齢化の進展、首都圏中央連絡自動車道（以下、「圏央道」

という。）等の広域道路ネットワークの波及効果、防災性の向上、低炭素社会の構築、豊

かな自然環境の保全等の都市を取り巻く社会経済情勢の変化や、それに伴う様々な課題

に対応した都市計画の取組が必要となっている。 

このような状況を踏まえ、本県の今後の都市づくりは、「人々が集まって住み、活力あ

るコミュニティのある街」「圏央道等の広域道路ネットワークの波及効果により活性化す

る街」「人々が安心して住み、災害に強い街」「豊かな自然を継承し、持続可能な街」の

４つの基本的な方向を目指して進めていく。 

 

「人々が集まって住み、活力あるコミュニティのある街」 

低未利用地や既存ストック等を活用しながら、公共公益施設等の生活に必要な施設を

駅周辺や地域拠点に集積させ、公共交通等によりアクセスしやすいコンパクトな集約型

都市構造とし、地域コミュニティが活性化したまちづくりを目指す。 

 

「圏央道等の広域道路ネットワークの波及効果により活性化する街」 

広域道路ネットワークの整備を進めるとともに、インターチェンジ周辺等にふさわし

い物流等の新たな産業集積を図り、雇用や定住の促進により、地域の活性化を目指す。 

 

「人々が安心して住み、災害に強い街」 

延焼火災を防ぎ緊急輸送路となる幹線道路、様々な災害に対応するための避難路や公

園等のオープンスペース等の整備・確保、河川や都市下水路等の治水対策、密集市街地

の解消等を進め、安全性、防災力を向上させた都市の形成を目指す。 

 

「豊かな自然を継承し、持続可能な街」 

身近な自然環境を保全・創出し、景観に配慮した良好な居住環境の形成や低炭素社会

に配慮した持続可能なまちづくりを目指す。 

 

② 本区域の基本理念 

本区域は首都圏整備法に基づく近郊整備地帯内にあり、千葉県の北西部に位置し、面

積が約５１．２７ｋｍ２であり、東京から約３５ｋｍ、県都千葉市へ約１０ｋｍという

至近な距離にあり、都市の発展に極めて有利な地理的条件の下におかれている。このよ

うな地理的条件から、江戸時代には、佐倉、成田に通じる成田街道の宿場町として繁栄

し、宿場を中心とした純農村的な地域社会であったが、その後、大正１５年１２月京成

本線が開通して京成大和田駅が開設されてからは、成田街道の役割も薄れ、宿場町とし

て繁栄した市街地に代わって京成大和田駅周辺が市街化し、商圏も次第に変化して地域

社会の核が南下していった。さらに、昭和３０年代に入り、当時全国に先駆けた大規模

な団地（八千代台団地）が、山林を切り開いて造成され、これを契機に本区域の人口流

入現象が現れるようになった。 

その後、独立行政法人都市再生機構及び千葉県住宅供給公社等により勝田台団地、米
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本団地、高津団地及び村上団地等の建設が進められるなど、人口の大幅な増大をもたら

す大規模プロジェクトが実施されるとともに、交通網等の都市基盤施設なども整備され、

しだいに都市形態も整い活力ある都市として発展している。 

さらに、東葉高速鉄道東葉高速線（以下「東葉高速線」という。）が西船橋駅から勝田

台駅まで整備され、同線は既成市街地の北部を横断し、4 つの新駅が設置された。これ

により、従来京成本線のみに依存していた本区域の都心アクセス体系に大きな変化が生

じ、とりわけ、鉄道の沿線地域における交通条件の飛躍的改善は、住宅のみならず、商

業業務機能等、多様な都市機能の立地需要の高まりをもたらしてきた。 

しかし、今後人口減少・少子高齢化が進展していく中、福祉や交通なども含めて都市

全体の構造を見直す「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方が重要とされてい

る。 

このような状況を踏まえ、本区域については、「人がつながり 未来につなぐ 緑豊か

な 笑顔あふれるまち やちよ」の実現を目標とし、都市づくりの基本理念を以下のと

おりとする。 

 

●快適に暮らせる都市づくり 

誰もが快適に暮らせる都市を目指し、南部の市街地では、鉄道駅を中心に商業・業務、

医療・福祉、子育て支援、行政等の都市機能を配置し、その周辺に居住機能の立地を進

めコンパクトでまとまりのある市街地の形成を図るとともに、北部では豊かな自然環境

の保全を図るなど、地域の特性を活かした土地利用の誘導を図る。 

また、地域の実情に即した交通手段の確保と公共交通機関や交通結節点の利便性向上

を図るほか、住民やコミュニティの自主的活動を促進することで、持続可能な交通ネッ

トワークの機能向上を図る。 

これらの取組により、鉄道駅を中心とした集約型都市構造の形成を図り、快適に暮ら

せる都市づくりを進める。 

 

●安心・安全で持続可能な都市づくり 

安心・安全で持続可能な都市を目指し、激甚化する大規模自然災害への備えなど、都

市の強靱化を図るとともに、住民・地域・行政の連携強化による地域防災力の向上を図

る。 

また、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に向けた取組を進めるとともに、医療・

福祉の充実を考慮した少子高齢社会の都市づくりや、新型コロナ危機を契機とした働き

方や生活様式の変化への対応、ユニバーサルデザインに配慮した都市づくりを進める。 

 

●産業を活かした活力ある都市づくり 

産業を活かした活力ある都市を目指し、産業振興の強化を進める。また、都市農業の

まちづくりへの活用や地域経済の活性化とあわせて、それらを支える基盤となる広域幹

線道路の整備及び沿道の利活用を図る。 

 

●自然と調和した都市づくり 

自然と調和した都市を目指し、豊かな田園風景と谷津・里山の保全を図るとともに、

市域のほぼ中央を南北に貫流する印旛放水路（新川及び花見川）などの水辺の活用、公

園・緑地の整備・保全に努め、緑の豊かさを身近に感じられる都市づくりを進める。 

また、住民・事業者・行政が環境負荷の低減の意識を高め、環境保全や地球温暖化防

本団地、高津団地及び村上団地等の建設が進められるなど、人口の大幅な増大をもたら

す大規模プロジェクトが実施されるとともに、交通網等の都市基盤施設なども整備され、

しだいに都市形態も整い活力ある都市として発展している。 

さらに、東葉高速鉄道東葉高速線が西船橋駅から勝田台駅まで整備され、同線は既成

市街地の北部を横断し、４つの新駅が設置された。これにより、従来京成本線のみに依

存していた本区域の都心アクセス体系に大きな変化が生じ、とりわけ、既成市街地の北

部にひろがる市街化進行地域及び新市街地における交通条件の飛躍的改善は、住宅のみ

ならず、商業業務機能等、多様な都市機能の立地需要の高まりをもたらしている。 

 

 

 

このような状況を踏まえ、本区域については、「快適な生活環境とやすらぎに満ちた都

市  八千代」の実現を目標とし、都市づくりの基本理念を以下のとおりとする。 

 

 

●「快適に暮らせる住宅都市」 

快適に暮らすためには、都市機能の充実や都市の基盤整備など、都市空間の整備が不

可欠であり、また、この他にも商業・工業・農業などの産業の場や娯楽・レクリエーシ

ョン・コミュニティの場の提供とともに都市の防災機能の充実や交通の安全性、そして

バリアフリーなどの福祉についても考慮したまちづくりが求められている。 

このため、道路や公園の整備をはじめ、下水道の整備を促進し、また、既成市街地の

駅周辺地区では市街地再開発事業を誘導、あるいは新市街地の駅周辺地区では土地区画

整理事業などの基盤整備に併せ良好な住宅の供給、さらに商業や業務施設の誘致、バリ

アフリーなど、人に優しく災害にも強い安心して「快適に暮らせる住宅都市」を目指す。 

 

 

●「水と緑にあふれた公園緑地都市」 

本区域では、ほぼ中央部を南北に印旛放水路（新川及び花見川）が位置し、四季折々

の風情を楽しませてくれている。特に北部地域では斜面緑地や樹林地が多く、印旛放水

路（新川及び花見川）を中心に広大な田園が広がるなど、豊かな自然が残されている。

また、市街地においても市民の森などがある。 

このような自然環境を今後とも保全するとともに、市の花などを生かした潤いとゆと

りのある「水と緑にあふれた公園緑地都市」を目指す。 

 

●「近代的農業と住宅が調和した田園都市」 

本区域の南部地域は、住宅都市としての市街地が形成されている。 

また、北部地域においては、ほ場基盤整備事業による大規模な田園として近代化が図

られ、豊かな自然を提供している。 

このように、それぞれの地域の特質を今後とも維持保全していくとともに、新たな生

活価値観にも対応していくことにより、「近代的農業と住宅が調和した田園都市」を目指

す。 
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止の推進を図る。 

 

（２）地域毎の市街地像 

地域の特性を考慮し、本区域南部を「市街地ゾーン」に、本区域北部を「自然環境保

全ゾーン」に区分する。さらに「市街地ゾーン」を京成本線沿線を中心とした「既成市

街地エリア」と東葉高速線沿線を中心とした「複合市街地エリア」に区分し、各ゾーン

等の特性に応じた市街地像を次のとおりとする。 

①市街地ゾーン 

ａ 既成市街地エリア 

既成市街地エリアは、市街地形成後、相当の期間が経過しているため、総合的な居住

環境や都市機能などの質的向上が求められているエリアである。本エリアについては、

鉄道駅周辺の再生と活性化を基本とした市街地づくりを進めるとともに、都市拠点の形

成と、拠点を結ぶ交通ネットワークにより、コンパクトで利便性の高い良好な市街地の

形成を図る。 

ｂ 複合市街地エリア 

複合市街地エリアは、東葉高速線沿線での開発や土地区画整理事業により整備された

住宅系の地区、駅周辺を中心とした商業系の地区、既存の工業団地が立地する工業系の

地区、自然が残されている市街化調整区域が配置されるエリアである。本エリアについ

ては、鉄道駅周辺の都市拠点や、工業拠点、計画的に整備された良好な市街地、新たに

市街地形成を図る区域など、多様な都市機能を交通ネットワークにより結び、コンパク

トで利便性の高い、良好な市街地の形成を図る。 

②自然環境保全ゾーン 

水田や畑、谷津・里山などの豊かな自然環境を保全するため、無秩序な市街地の拡大

を抑制するなど、市街地と自然との調和を図るとともに、広域幹線道路沿道については、

その特性を活かした土地利用の誘導を図る。 

なお，八千代カルチャータウン地区は、商業施設や物流施設の立地により交通量の増

加が予想されることから、周辺道路の見直しを検討するとともに、自然環境保全ゾーン

内の連携や市街地ゾーンとのネットワークの形成を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 地域毎の市街地像 

本区域の南部に位置する京成本線沿線である八千代台・京成大和田・勝田台の駅前地

区は、既成市街地として、賑わいと活気あふれる界隈性のある商業地の形成を図るとと

もに、その周辺の住宅地にあっては、景観形成やバリアフリーなど、新たなニーズに対

応した市街地の形成を図る。 

区域中央部に位置する東葉高速線沿線のうち、八千代緑が丘駅周辺地区は、鉄道駅と

都市計画道路３・３・２７号八千代西部線が近接するという広域交通拠点としての特性

を活かし、商業業務施設及びアミューズメント施設など、複合的な市街地の形成を図る。

その周辺地区では、良好な居住環境の住宅地の形成を図る。そして、八千代緑が丘駅北

西部地区では、独立行政法人都市再生機構施行の西八千代北部特定土地区画整理事業に

より、良好な居住環境の整った住宅地の形成を図る。 

八千代中央駅周辺地区は、駅前地区に相応しい活力と魅力あるセンター地区として、

商業施設と公益施設の複合施設の立地を図るなど、特徴のある商業地の形成を図る。同

じく、村上駅周辺地区は、周辺住民対応の商業施設の立地とともに、鉄道駅と国道１６

号（都市計画道路３・４・２号東京環状線）が近接するという広域交通拠点としての特

性を活かし、広域的な商業施設の立地を図る。その周辺地区にあっては、土地区画整理

等の基盤整備事業により、新市街地として優れた居住環境の住宅地の形成を図る。 

また、区域中央部に位置する吉橋・八千代・上高野工業団地にあっては、国道２９６

号バイパス（都市計画道路３・２・１７号八千代中央 

線）の整備推進により、更なる生産性の向上を図るとともに、工業地・流通業務地と

しての土地利用の促進に努める。 

そして、米本・高津・村上団地は、現在の居住環境を維持するとともに、時代のニー

ズに適合したリニューアルを図る。 
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２．区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 

1) 区域区分の決定の有無 

本都市計画に区域区分を定める。なお、区域区分を定めるとした根拠は以下のとおり

である。 

首都圏整備法に基づく近郊整備地帯に位置する本区域は、区域区分を定めることが法

的に義務づけられており、昭和４４年に現行の都市計画法が施行されたことに伴い、無

秩序な市街化を防止し、計画的な市街地の整備と農業や自然環境との調和と保全を図る

ため、区域区分を定めてきた。この結果、その後の計画的な市街地整備の進展や良好な

都市環境形成に大きな効果をもたらしてきた。 

本区域は、東京から３５ｋｍ以内に位置し、早くから鉄道駅を中心に市街化が進めら

れるなどの立地条件から、東京への人口集中が顕著になった昭和３０年代以降、経済の

高度成長に伴い、急激な人口増加が始まり、首都圏の住宅都市としての性格を強め、高

密度な市街地形成やスプロール的な市街地の拡大をもたらした。 

平成８年度に開通した区域中央部に位置する東葉高速線沿線では計画的な市街地形成

が進み、本区域の人口は現在でも微増傾向が続いている。また、北部には印旛放水路（新

川及び花見川）周辺に広がる田園地帯とその背後に帯状に斜面緑地などの自然環境を残

している。これらの地域について無秩序な市街化を防止することが必要であるため、今

後とも区域区分を継続する。 

 

2) 区域区分の方針 

① おおむねの人口 

本区域の将来におけるおおむねの人口を次のとおり想定する。 

           年次 

区分 
平成２２年 平成３７年 

都 市 計 画 区 域 内 人 口 約 190千人 おおむね205千人 

市 街 化 区 域 内 人 口 約 178千人 おおむね192千人 

なお、平成３７年においては、上表の外に千葉県全体で保留人口が想定されている。 

 

② 産業の規模 

本区域の将来における産業の規模を次のとおり想定する。 

          年次 

区分 
平成２２年 平成３７年 

生産 

規模 

工業出荷額 約 1,946億円 おおむね4,290億円 

卸小売販売額 約 2,796億円 おおむね6,850億円 

就業 

構造 

第一次産業 
約 1.0千人 

（1.2％） 

おおむね 1.3千人 

（1.4％） 

第二次産業 
約 16.5千人 

（20.5％） 

おおむね21.7千人 

（22.9％) 

第三次産業 
約 63.1千人 

（78.3％） 

おおむね 71.6千人 

（75.7％） 
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なお、平成３７年においては、上表と合わせ千葉県全体で産業の規模が想定されている。 

 

③ 市街化区域のおおむねの規模及び現在市街化している区域との関係 

本区域における人口、産業の見通しに基づき、かつ市街化の現況及び動向を勘案し、

平成３７年時点で市街化している区域及び当該区域に隣接し、おおむね１０年以内に優

先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域とすることとし、市街化区域のお

おむねの規模を次のとおり想定する。 

（注）市街化区域面積は、平成３７年時点における保留人口フレームに対応する市街

化区域面積を含まないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年   次 平成３７年 

市 街 化 区 域 面 積 おおむね 2,238ha 



209 

 

新 旧
 

２ 主要な都市計画の決定の方針 

（１）都市づくりの基本方針 

① 人口減少に対応したコンパクトで効率的な都市構造への転換に関する方針 

本格化する少子高齢化社会への対応や活力あるコミュニティを維持するため、京成本

線及び東葉高速線の鉄道駅を中心に商業・業務、医療・福祉、行政等の都市機能や居住

機能の集積を図ることにより、コンパクトでまとまりのある市街地の形成を図る。 

また、鉄道駅を中心に安全で快適に移動するための道路網の形成を目指すとともに、

各駅にアクセスするバス等の公共交通の利便性向上により、鉄道駅を中心とした集約型

都市構造の形成を図る。 

さらに、集約型都市構造の形成や公共交通の利用の促進により、都市レベルでエネル

ギー効率を高めるとともに環境負荷を抑制し、都市の脱炭素化を推進する。 

 

② 社会インフラ等を活用した多様な産業の受け皿の創出による地域振興に関する方針 

本区域においては、中央部を南北に縦断し埼玉と千葉を結ぶ国道 16 号（都市計画道

路 3･4･2 号東京環状線）や、中央部を東西に横断し東京・船橋と成田を結ぶ国道 296 号

バイパス（都市計画道路 3･2･17 号八千代中央線）等が、周辺都市との広域的なアクセ

ス機能を担う幹線道路となる。 

国道 16 号（都市計画道路 3･4･2 号東京環状線）沿道については、工業・流通業務施

設や沿道施設等の立地など、広域幹線道路の沿道にふさわしい土地利用の誘導を図る。 

また、国道 296 号バイパス（都市計画道路 3･2･17 号八千代中央線）沿道の西八千代

北部地区については、地域特性に応じた業務機能等の誘導を図る。 

 

③ 激甚化・頻発化する自然災害への対応に関する方針 

平成 23年 3月 11 日に発生した東日本大震災は、本区域にも建物の倒壊や火災等の被

害をもたらした。特に、既成市街地においては、木造家屋が密集する地区が点在してお

り、今後、首都直下地震などの大規模な地震が発生した場合には、建物などの倒壊やが

け崩れなどの一次的被害のほか、火災などの二次的な複合災害も予想される。 

このような被害を抑制するため、区域内の主要施設に連絡する道路ネットワークの整

備を推進するとともに、広域避難地や一時避難地及び避難路の確保、また、公共施設の

耐震化を図る。密集市街地においては、地区計画の活用等により、延焼火災を防ぎ、避

難路や一時避難地として機能するオープンスペースを確保するなど、防災機能の向上に

努める。 

また、災害活動拠点となる施設については、防災機能を持たせた整備に努めるほか、

鉄道駅周辺の商業・業務地には、今後も、防火地域または準防火地域の指定を維持して

いくとともに、地域の状況などを勘案して、それらの追加指定の推進を図る。 

土砂災害の恐れのある区域においては、開発行為や建築物の立地等の抑制に努める。 

このほか、近年頻発する集中豪雨等による都市型水害に対しては、山林や農地等を保

全することにより、流域が本来有している保水遊水機能の確保に努める。 

 

④ 自然的環境の保全と質の高い生活環境の整備に関する方針 

快適に暮らせる、自然と調和した都市づくりを実現するため、公園・緑地の整備・管

理を進めるとともに、印旛放水路（新川及び花見川）を中心とするグリーンインフラと

してのふれあいネットワーク軸や、谷津・里山など自然系緑地の保全・整備、良好な水

辺環境の創出にも配慮した河川の整備を推進する。 

３．主要な都市計画の決定の方針 

1) 都市づくりの基本方針 

① 集約型都市構造に関する方針 

本格化する少子高齢化社会への対応や活力あるコミュニティを維持するため、京成本

線及び東葉高速線の鉄道駅を中心に商業・業務、医療・福祉、行政等の都市機能や居住

機能の集積を図ることにより、コンパクトでまとまりのある市街地の形成を図る。 

また、鉄道駅を中心に安全で快適に移動するための道路網の形成を目指すとともに、

各駅にアクセスするバス等の公共交通の利便性向上により、鉄道駅を中心とした集約型

都市構造の形成を図る。 

 

 

 

② 広域幹線道路の整備に対応した業務機能等の誘導に関する方針 

本区域においては、中央部を南北に縦断し埼玉と千葉を結ぶ国道１６号（３・４・２

号東京環状線）や、中央部を東西に横断し東京・船橋と成田を結ぶ国道２９６号バイパ

ス（３・２・１７号八千代中央線）等が、周辺都市との広域的なアクセス機能を担う幹

線道路となる。 

国道１６号（３・４・２号東京環状線）沿道の既成市街地や、国道２９６号バイパス

（３・２・１７号八千代中央線）沿道の西八千代北部地区については、地域特性に応じ

た業務機能等の誘導を図る。 

 

 

③ 都市の防災及び減災に関する方針 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は、本区域にも建物の倒壊や火災等の

被害をもたらした。特に、既成市街地においては、木造家屋が密集する地区が点在して

おり、今後、首都直下型地震などの大規模な地震が発生した場合には、建物などの倒壊

やがけ崩れなどの一次的被害のほか、火災などの二次的な複合災害も予想される。 

このような被害を抑制するため、区域内の主要施設に連絡する道路ネットワークの整

備を推進するとともに、広域避難地や一時避難地及び避難路の確保、また、公共施設の

耐震化を図る。密集市街地においては、地区計画の活用等により、延焼火災を防ぎ、避

難路や一時避難地として機能するオープンスペースを確保するなど、防災機能の向上に

努める。 

また、災害活動拠点となる施設については、防災機能を持たせた整備に努めるほか、

鉄道駅周辺の商業・業務地には、今後も、防火地域または準防火地域の指定を維持して

いくとともに、地域の状況などを勘案して、それらの追加指定の推進を図る。 

土砂災害の恐れのある区域においては、開発行為や建築物の立地等の抑制に努める。 

このほか、近年頻発する集中豪雨等による都市型水害に対しては、山林や農地等を保

全することにより、流域が本来有している保水遊水機能の確保に努める。 

 

④ 低炭素型都市づくりに関する方針 

地球温暖化問題は、エネルギー事情とも大きく関わっているため、公共施設を中心に、

省エネルギーの実践を促進するとともに、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入

や普及に努める。 

また、公共用地、民有地の緑化を推進するとともに、屋上緑化や道路緑化など、アス
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また、地区計画制度の活用等による計画的な市街地景観の形成を図るとともに、緑化

の推進や自然景観の保全を推進し、良好な都市景観の形成を図る。 

 

 

 

（２）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 主要用途の配置の方針 

ａ 業務地 

ア．八千代中央駅周辺地区 

都市機能を充実させるため、行政機関の集積を図る。また、市民会館をはじめとする

文化・社会教育施設等の集積を図るとともに、隣接して整備される県立八千代広域公園

と一体的な業務地として配置する。 

 

 

イ．八千代緑が丘駅周辺地区 

主要幹線道路となる都市計画道路 3･3･27 号八千代西部線と鉄道駅が近接するという

立地特性を活かし、業務施設の集積を図る業務地として配置する。 

 

ｂ 商業地 

ア．八千代台駅及び勝田台駅周辺地区 

本区域及び周辺地域を含めた広域的な拠点となる商業地として、鉄道駅を中心に既に

商業集積がなされていることから、今後とも中心商業地として配置するとともに、地区

の土地利用動向等をみながら、区域の適正化を図っていく。 

 

イ．八千代中央駅及び八千代緑が丘駅周辺地区 

土地区画整理事業によって形成されたこれらの地区の駅周辺に、広域的な拠点となる

中心商業地を配置する。特に八千代緑が丘駅周辺地区については、幕張新都心と千葉ニ

ュータウンを結ぶ軸上に位置する広域立地特性、交通条件を活かし、広域需要に対応す

る商業集積を図る。 

 

ウ．京成大和田駅周辺地区並びに同地区と八千代中央駅を結ぶ幹線道路沿道地区 

既に商業集積がなされているが、日常生活における購買需要等に対応する商業地を配

置する。 

 

エ．村上駅周辺地区 

土地区画整理事業によって良好な基盤整備がなされているとともに、主要幹線道路で

ある国道 16 号（都市計画道路 3･4･2 号東京環状線）に接する地域特性に対応した商業

地を配置する。 

 

ｃ 工業地・流通業務地 

ア．八千代・上高野・吉橋工業団地 

八千代・上高野・吉橋工業団地を本区域における工業地として配置し、製造業、流通

業等の集積を図ることとし、既存企業の活性化に取り組むとともに、団地内の未利用地

が有効活用されるよう努める。 

ファルト・コンクリートなどの人口構造物を可能な限り植物で覆うような緑化を推進し、

ヒートアイランド現象の低減に努める。 

さらに、集約型都市構造の形成や公共交通の利用の促進により、都市レベルでエネル

ギー効率を高めるとともに環境負荷を抑制し、都市の低炭素化を推進する。 

 

2) 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 主要用途の配置の方針 

ａ 業務地 

ア．八千代中央駅及び市役所を中心とする地区 

本区域の中心核として都市機能を充実させるため、行政機関の集積を図る。また、市

民会館をはじめとする文化・社会教育施設等の集積を図るとともに、隣接して整備され

る県立八千代広域公園と一体的な「文化のシンボル軸」を形成する業務地として配置す

る。 

 

イ．八千代緑が丘駅周辺地区 

主要幹線道路となる都市計画道路３・３・２７号八千代西部線と鉄道駅が近接すると

いう立地特性を活かし、業務施設の集積を図る業務地として配置する。 

 

ｂ 商業地 

ア．八千代台駅及び勝田台駅周辺地区 

本区域及び周辺地域を含めた広域的な拠点となる商業地として、鉄道駅を中心に既に

商業集積がなされていることから、今後とも中心商業地として配置するとともに、地区

の土地利用動向等をみながら、区域の適正化を図っていく。 

 

イ．八千代中央駅及び八千代緑が丘駅周辺地区 

土地区画整理事業によって形成されたこれらの地区の駅周辺に、広域的な拠点となる

中心商業地を配置する。特に八千代緑が丘駅周辺地区については、幕張新都心と千葉ニ

ュータウン、さらに筑波研究学園都市を結ぶ軸上に位置する広域立地特性、交通条件を

活かし、広域需要に対応する商業集積を図る。 

 

ウ．京成大和田駅周辺地区並びに同地区と八千代中央駅を結ぶ幹線道路沿道地区 

既に商業集積がなされているが、日常生活における購買需要等に対応する商業地を配

置する。 

 

エ．村上駅周辺地区 

土地区画整理事業によって良好な基盤整備がなされているとともに、主要幹線道路で

ある国道１６号（都市計画道路３・４・２号東京環状線）に接する地域特性に対応した

商業地を配置する。 

 

ｃ 工業地・流通業務地 

ア．八千代・上高野・吉橋工業団地 

八千代・上高野・吉橋工業団地を本区域における工業地として配置し、製造業、流通

業等の集積を図ることとし、既存企業の活性化に取り組むとともに、団地内の未利用地

が有効活用されるよう努める。 
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ｄ 住宅地 

ア．八千代台地区、大和田地区及び勝田台地区 

京成本線沿線に形成され、整備から時間が経過しているこれらの地区の住宅地は、地

区計画等の活用等により居住環境の向上に努め、今後も良好な住宅地として配置する。 

また、八千代台地区や勝田台地区の一団の住宅市街地については、時代の変化等によ

って生じる土地利用のニーズを考慮したうえで、住環境の向上に努める。 

 

イ．ゆりのき台地区、八千代緑が丘地区及び村上南地区 

東葉高速線沿線で土地区画整理事業を中心に形成されたこれらの地区の住宅地は、今

後とも良好な住宅地としての環境の維持増進を図る。 

 

ウ．西八千代南部地区 

八千代緑が丘駅に近接し主要地方道が通過するなど、交通アクセスに恵まれているこ

とから、市街化が進んでおり、地区計画の活用や都市基盤施設の整備等により、良好な

居住環境の形成と保全を図る。 

 

② 市街地における建築物の密度の構成に関する方針 

ａ 商業・業務地 

ア．八千代緑が丘駅及び八千代中央駅を中心とする商業業務地区 

広域立地特性を最大限に活かすため、必要な都市基盤施設の総合的な整備と地区計画

制度による良好な市街地環境形成に留意しながら、高密度の土地利用を図る。 

 

イ．八千代台駅及び勝田台駅を中心とする既存の商業集積地区及び京成大和田駅南地区、

村上駅周辺地区 

本区域及び周辺地域における中心商業地又は商業地として、高密度の土地利用を図る。 

 

ウ．京成大和田駅と八千代中央駅を結ぶ幹線道路沿道地区 

中ないし低密度の商業地形成を図る。 

 

ｂ 住宅地 

ア．米本・村上・高津団地地区 

中高層の住宅団地が形成されている地区であり、高密度住宅地として良好な居住環境

の維持を図る。 

 

イ．八千代中央駅周辺、村上駅周辺及び八千代台駅周辺の住宅地 

各駅を中心としその優れた交通条件を活かし、都市型住宅地としてふさわしい密度利

用を図ることとし、特に、土地区画整理事業により中高層住宅を配置することとした地

区は、高密度利用を図る。 

 

ウ．その他の住宅地 

良好な居住環境の形成、維持を図るため、低層、低密な独立住宅を配置することを基

本とする。 

 

 

ｄ 住宅地 

ア．八千代台地区、大和田地区、勝田台地区、ゆりのき台地区、八千代緑が丘地区及び

村上南地区等 

これらの地区に住宅地を配置し、既成市街地の住宅地については、建物の用途の純化

を図り、居住環境の維持保全に努めることとし、計画的に開発整備された住宅地につい

ては、今後とも良好な住宅地としての環境の維持増進を図ることとする。 

 

イ．西八千代北部地区 

現在、土地区画整理事業により計画的な開発が進められており、良好な住宅地として

環境の維持増進を図ることとする。 

 

ウ．八千代カルチャータウン地区 

開発行為による計画的な整備の促進を図るとともに、良好な居住環境の形成、維持、

増進に努める。 

 

 

② 市街地における建築物の密度の構成に関する方針 

ａ 商業・業務地 

ア．八千代緑が丘駅及び八千代中央駅を中心とする商業業務地区 

広域立地特性を最大限に活かすため、必要な都市基盤施設の総合的な整備と地区計画

制度による良好な市街地環境形成に留意しながら、高密度の土地利用を図る。 

 

イ．八千代台駅及び勝田台駅を中心とする既存の商業集積地区及び京成大和田駅南地区、

村上駅周辺地区 

本区域及び周辺地域における中心商業地又は商業地として、高密度の土地利用を図る。 

 

ウ．京成大和田駅と八千代中央駅を結ぶ幹線道路沿道地区 

中ないし低密度の商業地形成を図る。 

 

ｂ 住宅地 

ア．米本・村上・高津団地地区 

中高層の住宅団地が形成されている地区であり、高密度住宅地として良好な居住環境

の維持を図る。 

 

イ．八千代中央駅周辺、村上駅周辺及び八千代台駅周辺の住宅地 

各駅を中心としその優れた交通条件を活かし、都市型住宅地としてふさわしい密度利

用を図ることとし、特に、土地区画整理事業により中高層住宅を配置することとした地

区は、高密度利用を図る。 

 

ウ．その他の住宅地 

良好な居住環境の形成、維持を図るため、低層、低密な独立住宅を配置することを基

本とする。 
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③ 市街地の土地利用の方針 

ア．土地の高度利用に関する方針 

勝田台駅周辺については、駅前地区にふさわしい商業・業務機能の集積により、土地

③ 市街地における住宅建設の方針 

ａ 住宅建設の目標 

本区域の住宅戸数は、量的には確保されているものの、質的には満足されているとは

いえない状況であり、住民の生活水準の向上に伴い、「量の充足」から「質と環境の充

実」へと方向を転換し、居住水準の向上を図るための施策が必要となってきている。 

このような状況を踏まえ、快適に暮らせる住宅都市づくりの目標を次のように定める。 

●ゆとりのある住宅を供給すること 

●多様な世代、世帯が共存すること 

●快適で安心して暮らせること 

●多様化するライフスタイルに適合し、魅力あること 

 

ｂ 住宅建設のための施策の概要 

●ゆとりのある住宅を供給すること 

本区域においては、首都圏近郊都市として、鉄道などの公共交通に支えられ、都心で

は実現が難しいゆとりのある住宅を供給することを目指す。 

これにあたっては、千葉県住生活基本計画に定める誘導居住面積水準の達成世帯数の

一層の向上を目指すとともに、できるかぎり早期に、すべての世帯が最低居住面積水準

を確保できるよう努める。 

●多様な世代、世帯が共存すること 

本区域の地域特性を生かし、郊外型住宅地として、ゆとりのある戸建て住宅を供給す

ることを基本としつつ、より交通の利便性を活かし都心居住ニーズに対応した駅周辺の

集合住宅、学生や若い単身勤労世帯向けの集合住宅など多様な階層向けの住宅を誘導す

る。 

また、昭和３０年代から４０年代にかけて多くの住民が入居した八千代台、勝田台地

区などでは世代交代期を迎えており、建替え、三世代居住などの様々なニーズに対応し

た住宅を誘導する。 

市営住宅などの老朽化した住宅は、建て替えを行わずに順次廃止し、減少する戸数に

ついては、引き続き、（独）都市再生機構の借り上げなどにより補充する。 

●快適で安心して暮らせること 

快適で安心して暮らせるためには、環境、福祉、防災などの多様な政策分野の連携に

基づく一体的な施策の展開が重要となる。 

環境面においては、省エネルギーの取組みを推進するとともに、太陽光発電などの再

生可能エネルギーの導入や普及に努める。 

福祉の面においては、ユニバーサルデザインを取り入れながらバリアフリー化を促進

し、防災の面においては、耐震性や耐火性に優れた住宅の推奨などに努める。 

●多様化するライフスタイルに適合し、魅力あること 

生活価値観が多様化し、住む場所や、周辺環境などに対するニーズも多様化している。

また、子育てや高齢者介護と仕事の両立、職住近接、職住一体のライフスタイルとして、

ＳＯＨＯ（ソーホー）やシェアハウスなどへのニーズも増えている。 

このような多様化するライフスタイル等も視野に入れ、魅力ある住宅を誘導する。 

 

④ 特に配慮すべき問題等を有する市街地の土地利用の方針 

ア．土地の高度利用を図るべき市街地 

京成大和田駅南地区及び勝田台駅周辺については、駅前地区にふさわしい商業・業務
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の高度利用を図る。 

八千代台駅周辺については、地域の特性を活かした整備や良好な市街地環境に資する

建築物の誘導等により、土地の高度利用を図る。 

八千代緑が丘駅周辺地区は、商業施設に加え、業務系施設の立地を誘導するとともに、

都市計画道路 3･3･27 号八千代西部線と鉄道駅が近接するという特性を活かし、土地の

高度利用を図る。 

 

 

イ．居住環境の改善又は維持に関する方針 

良好な市街地環境が形成されている地区については、その維持、保全に努めるととも

に、用途混在や密集市街地等の課題がある既成市街地については、地区計画制度の活用

等により良好な居住環境の誘導・形成を図る。また、都市機能の再編が必要とされる地

区については、新たな基盤整備などの事業を検討する。 

さらに、基盤整備が完了、又は予定されている地区については、優れた居住環境や就

業環境などを備える場として、地区計画などの導入により適切な街並みの誘導や保全を

図る。 

防災、衛生、景観等において課題となる空家等については、空家等対策の推進に関す

る特別措置法及び八千代市空家等の適切な管理に関する条例に基づき適正な管理を促す

とともに、利活用や市場への流通等による土地利用転換を誘導することで、居住環境の

改善や維持を図る。 

 

ウ．市街地内の緑地の保全又は都市の風致の維持に関する方針 

市民の森や小鳥の森などは、市街化区域内にあって貴重な緑が残されている場である

ことから、今後とも維持、保全を図る。また、生産緑地についても都市生活に潤いをも

たらすなど都市の魅力の向上に繋がることから保全していく。 

さらに、景観法に基づき、積極的な景観形成に努め、良好な市街地環境の創出・維持

を図る。 

 

エ．用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

八千代・上高野・吉橋工業団地については、一部で住工混在が見られることから、用

途地域の見直しや地区計画等により、操業環境及び居住環境の保全に努める。 

 

④市街化調整区域の土地利用の方針 

ア．優良な農地との健全な調和に関する方針 

印旛放水路（新川及び花見川）、神崎川、桑納川、勝田川及び高野川周辺で土地改良事

業により基盤整備がなされている優良水田地及び睦地区、阿蘇地区の一団性のある優良

農地は、今後とも農用地として整備、保全を図る。 

 

イ．災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

印旛放水路（新川及び花見川）、神崎川、桑納川、勝田川及び高野川周辺の水田は、低

水地であり、これらの区域が市街化した場合、溢水や湛水の災害発生が予想される。こ

れらの区域については、極力保全に努める。 

急傾斜地など土砂災害の恐れのある区域については、土砂災害警戒区域及び特別警戒

区域の指定により、開発行為の抑制等を図り、安全性の確保に努める。 

機能の集積を図るため、土地の高度利用に努める。 

 

 

八千代緑が丘駅周辺地区は、生活拠点商業に加え、業務系施設の立地を誘導するとと

もに、都市計画道路３・３・２７号八千代西部線と鉄道駅が近接するという特性を活か

し、アミューズメント施設や文化コミュニティ施設の立地を目指すなど、土地の高度利

用化を図る。 

 

ウ．居住環境の改善又は維持に関する方針 

良好な市街地環境が形成されている地区については、その維持、保全に努めるととも

に、用途混在や密集市街地等の課題がある既成市街地については、地区計画制度の活用

等により良好な居住環境の誘導・形成を図る。また、都市機能の再編が必要とされる地

区については、新たな基盤整備などの事業を検討する。 

さらに、基盤整備が完了、又は予定されている地区については、優れた居住環境や就

業環境などを備える場として、地区計画などの導入により適切な街並みの誘導や保全を

図る。 

防災、衛生、景観等において課題となる空き家等については、空き家対策特別措置法

に基づき適正な管理を促すなどし、居住環境の改善や維持を図る。 

 

 

 

エ．市街地内の緑地の保全又は都市の風致の維持に関する方針 

市民の森や小鳥の森などは、市街化区域内にあって貴重な緑が残されている場である

ことから、今後とも維持、保全を図る。また、生産緑地についても都市生活に潤いをも

たらすなど都市の魅力の向上に繋がることから保全していく。 

さらに、景観法に基づき、積極的な景観形成に努め、良好な市街地環境の創出・維持

を図る。 

 

イ．用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

西八千代北部地区については、土地区画整理事業の進捗に合わせ、用途地域を変更す

る。 

 

⑤ 市街化調整区域の土地利用の方針 

ア．優良な農地との健全な調和に関する方針 

印旛放水路（新川及び花見川）、神崎川、桑納川、勝田川及び高野川周辺で土地改良事

業により基盤整備がなされている優良水田地及び睦地区、阿蘇地区の一団性のある優良

農地は、今後とも農用地として整備、保全を図る。 

 

イ．災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

印旛放水路（新川及び花見川）、神崎川、桑納川、勝田川及び高野川周辺の水田は、低

水地であり、これらの区域が市街化した場合、溢水や湛水の災害発生が予想される。こ

れらの区域については、極力保全に努める。 

急傾斜地など土砂災害の恐れのある区域については、土砂災害警戒区域及び特別警戒

区域の指定により、開発行為の抑制等を図り、安全性の確保に努める。 
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ウ．自然的環境の形成の観点から必要な保全に関する方針 

優れた自然の風景を有する印旛放水路（新川及び花見川）周辺の地区及び本区域全体

に散在する斜面緑地や樹林地については、都市環境及び都市防災上重要なばかりでなく、

都市景観としても貴重であり、今後とも積極的にその保全に努め、特に県立八千代広域

公園に接する区域については、当該公園を中心に、点在する各種施設や、多様な主体と

の連携・協働を図りながら、一体的な整備、保全を図る。 

また、印旛放水路（新川及び花見川）の沿川区域については本区域における基幹的な

緑地軸としての位置付けに鑑み、その南部については県立八千代広域公園と一体的な緑

地として、同公園以北については、帯状の緑地として、積極的な整備、保全を図る。 

 

エ．秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

幹線道路沿線等のポテンシャルの高い地域や、既存工業団地等に隣接した区域におい

ては、産業系の土地利用について適切な誘導を図る。 

西八千代南部地区については、市街化調整区域であるものの八千代緑が丘駅に近接し

主要地方道が通過するなど、交通アクセスに恵まれた条件や、周囲が市街化区域となっ

ていることから、市街化が進行しつつある。そのため、地区計画等を活用するとともに、

都市基盤施設の整備等を図り、市街地としてふさわしい良好な市街地環境の整備・保全

に努める。 

なお、千葉県全体で令和 17 年の人口フレームの一部が保留されている。 

ついては、計画的な市街地整備の見通しが明らかになった地区について、保留された

人口フレームの範囲の中で農林漁業等との必要な調整を図りつつ市街化区域に編入する。 

また、都市計画法第 34 条第 11 号に基づく「都市計画法に基づく開発行為等の許可の

基準に関する条例」による区域指定制度の見直しにより、市街地の拡散等を抑制し、秩

序ある土地利用の誘導を図る。 

 

（３）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 交通施設の都市計画の決定の方針 

ａ 基本方針 

ア．交通体系の整備の方針 

人・モノの移動や交流を支える軸となる広域幹線道路をはじめ、地域の実情に即した

持続可能な交通ネットワークの形成を図る。また、居心地が良く歩きたくなるまちづく

りを進めるため、暮らしに身近な道路の整備や、歩行者や自転車が利用しやすい道路の

整備を推進するため、本区域の交通体系の方針を次のように定める。 

・幹線道路は、交通量に対応した体系的な道路ネットワークを形成し、交通渋滞の解消

を図る。整備にあたっては、道路ネットワーク等を踏まえ、計画的に整備を進めると

ともに、整備済の区間については計画的で適切な維持管理を図る。 

・長期未着手の都市計画道路及び構想路線については、その必要性や既存道路による機

能代替の可能性等を再検証し、周辺の道路の整備状況を考慮しながら見直しを行う。 

・区域内各駅前広場は、交通結節機能を高めるなど、誰もが利用しやすく、移動の自由

度が高い快適な交通ネットワークの整備に努める。 

・歩行者専用道路は、適切な維持管理を図り、未整備区間のある路線については、周辺

の状況を考慮しながら整備に努める。 

・京成本線 3 駅を中心に各駅の整備方針に合わせてウォーカブルな都市空間整備に努め

 

ウ．自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

優れた自然の風景を有する印旛放水路（新川及び花見川）周辺の地区及び本区域全体

に散在する斜面緑地や樹林地については、都市環境及び都市防災上重要なばかりでなく、

都市景観としても貴重であり、今後とも積極的にその保全に努め、特に県立八千代広域

公園に接する区域については、当該公園と一体的な整備、保全を図る。 

 

また、印旛放水路（新川及び花見川）の沿川区域については本区域における基幹的な

緑地軸としての位置付けに鑑み、その南部については県立八千代広域公園と一体的な緑

地として、同公園以北については、帯状の緑地として、積極的な整備、保全を図る。 

 

エ．秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

開発行為により都市基盤整備が進められている八千代カルチャータウン地区において

は、国道１６号にアクセスする交通利便性を活かした土地利用について、地区計画を活

用し計画的な誘導を図る。 

 

 

 

 

なお、千葉県全体で平成３７年の人口フレームの一部が保留されている。 

ついては、計画的な市街地整備の見通しが明らかになった地区について、保留された

人口フレームの範囲の中で農林漁業等との必要な調整を図りつつ市街化区域に編入する。 

 

 

 

 

3) 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 交通施設の都市計画の決定の方針 

ａ 基本方針 

ア．交通体系の整備の方針 

本区域の広域的な交通網として、鉄道については、京成本線が重要な役割を果たして

きたが、東葉高速線の開通により広域高速輸送体系は大幅に強化された。 

道路については、国道１６号（３・４・２号東京環状線）と国道２９６号が周辺都市

との広域的なアクセス機能を担う広域幹線道路として、また、中央部を東西に横断する

国道２９６号バイパス（３・２・１７号八千代中央線）や幕張新都心と千葉ニュータウ

ンを結ぶ３・３・２７号八千代西部線等が広域的な通過交通を分散させる幹線道路とし

て配置されている。 

これら広域幹線道路・幹線道路及び鉄道を有機的に結節させ、区域内の円滑な交通を

図るため、本区域の交通体系の整備の方針を次のように定める。 

・主要幹線道路同士の交差、都市内の幹線道路との交差は、原則として立体交差により

トラフィック機能の向上を図る。特に区画道路などの下位の道路が直接広域幹線道路

と接続することを極力避け、交差点数を必要最小限に留める。 

・各拠点市街地同士、あるいは南部市街地と北部田園地域の拠点を結び相互の往来を容

易にする。 
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るとともに、その他の地域についても、歩道を含む歩行者や自動車が利用しやすい道

路の整備を進める。 

・現況の鉄道・バス路線を維持・確保しつつ、公共交通ネットワークの方針を示す計画

に基づき、地域の実情に応じて、多様な交通手段を検討するとともに、ノンステップ

バスの普及及び運行情報システムの整備を引き続き促進する。 

 

 

イ．整備水準の目標 

交通体系の基本方針に基づき、公共輸送機関の整備・充実、道路体系の整備に努める。 

特に、都市計画道路については、現在、市街地面積に対し約 1.7ｋｍ/ｋｍ2（令和 2 年

度末現在）が整備済みであり、引き続き、交通体系の整備の方針に基づき、地域の実情

に応じて整備を進める。 

 

ｂ 主要な施設の配置の方針 

ア．道路 

本区域の道路網の配置は、基本方針に基づき広域道路網と十分整合を図りながら進め

るものとする。 

近隣都市間や高速道路インターチェンジと都市を結ぶことにより、広域の自動車交通

を円滑に処理する役割を担う主要幹線道路として、都市計画道路3･4･2号東京環状線（国

道 16 号）、都市計画道路 3･2･17 号八千代中央線（国道 296 号バイパス）及び都市計画

道路 3･3･27 号八千代西部線の路線を位置付ける。 

本区域の主要な骨格軸を形成し、各拠点同士、あるいは、本区域の南部と北部を結び、

相互の連携を図るための幹線道路として都市計画道路 3･4･1 号新木戸上高野原線、都市

計画道路 3･4･3 号八千代台東駅前線、都市計画道路 3･4･4号勝田台駅前線、都市計画道

路 3･4･5 号八千代台駅前線、都市計画道路 3･4･6 号八千代台花輪線、都市計画道路 3･

3･7 号大和田駅前萱田線、都市計画道路 3･4･8 号大和田新田下市場線、都市計画道路 3･

4･9 号上高野工業団地線、都市計画道路 3･4･12 号八千代台南勝田台線及び都市計画道

路 3･3･19 号八千代緑が丘駅前線の路線を位置付ける。 

 

イ．鉄道 

京成本線については、通勤通学時の混雑緩和や駅舎の改良促進により、利便性の向上

を図る。また、東葉高速線については、安全運行及び利用者の安全確保に向けた取組を

推進する。 

 

ウ．駐車場 

・自動車駐車場 

駐車場整備地区に指定した八千代台駅周辺地区及び勝田台駅周辺地区内において、民

間を主体として駐車施設の整備に努める。 

・自転車駐車場 

駅前道路や駅前広場等の交通施設が本来の機能が妨げられることがないよう、自転車

利用者の動向を勘案しながら、京成本線 3 駅周辺及び東葉高速線 4 駅周辺における既存

の自転車駐車場の改修等を行い維持管理に努める。 

 

ｃ 主要な施設の整備目標 

・各駅を中心とした公共交通網が充実するようバス路線の再編を図り、ノンステップバ

スの導入等、超高齢社会への対応や公共交通の利用を促進する。 

・歩行者空間のバリアフリー化や自転車通行空間の確保等、安全で快適な道路の整備推

進を図る。 

なお、長期未着手の都市計画道路については、社会情勢等の変化を踏まえ、その必要

性や既存道路による機能代替の可能性等を検証し、見直しを行う。 

 

イ．整備水準の目標 

交通体系の基本方針に基づき、公共輸送機関の整備・充実、道路体系の整備に努める。 

特に、都市計画道路については、現在、市街地面積に対し約 1.3 ㎞/km2（平成２２年

度末現在）が整備済みであり、引き続き、交通体系の整備の方針に基づき、地域の実情

に応じて整備を進める。 

 

ｂ 主要な施設の配置の方針 

ア．道路 

本区域の道路網の配置は、基本方針に基づき広域道路網と十分整合を図りながら進め

るものとする。 

広域道路網として本区域と周辺地域を結ぶとともに、通過交通を処理する主要幹線道

路として、都市計画道路３・４・２号東京環状線（国道１６号）、都市計画道路３・２・

１７号八千代中央線（国道２９６号バイパス）及び都市計画道路３・３・２７号八千代

西部線の路線を位置付ける。 

都市圏の主要な骨格軸を形成し、各拠点地区を相互に結び、都市としての一体性確立

に資する幹線道路として都市計画道路３・４・１号新木戸上高野原線、都市計画道路３・

４・３号八千代台東駅前線、都市計画道路３・４・４号勝田台駅前線、都市計画道路３・

４・５号八千代台駅前線、都市計画道路３・４・６号八千代台花輪線、都市計画道路３・

３・７号大和田駅前萱田線、都市計画道路３・４・８号大和田新田下市場線、都市計画

道路３・４・９号上高野工業団地線、都市計画道路３・４・１２号八千代台南勝田台線

及び都市計画道路３・３・１９号八千代緑が丘駅前線の路線を位置付ける。 

 

イ．鉄道 

京成本線については、通勤通学時の混雑緩和や駅舎の改良促進により、利便性の向上

を図る。また、東葉高速線については、旅客需要に合った輸送力の増強促進を図る。 

 

 

ウ．駐車場 

・自動車駐車場 

駐車場整備地区に指定した八千代台駅周辺地区及び勝田台駅周辺地区内において、民

間を主体として駐車施設の整備に努める。 

・自転車駐車場 

駅前道路や駅前広場等の交通施設が本来の機能が妨げられることがないよう、自転車

利用者の動向を勘案しながら、京成本線３駅周辺及び東葉高速線４駅周辺での自転車駐

車場の整備・充実を図る。 

 

ｃ 主要な施設の整備目標 
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おおむね 10 年以内に整備を予定する施設等は、次のとおりとする。 

主要な施設 名  称  等 

道 路 

 

・根幹的交通施設の整備の推進 

（主要幹線道路） 

都市計画道路 3･2･17 号八千代中央線 

都市計画道路 3･3･27 号八千代西部線 

（幹線道路） 

都市計画道路 3･4･1 号新木戸上高野原線 

都市計画道路 3･4･6 号八千代台花輪線 

都市計画道路 3･3･7 号大和田駅前萱田線 

都市計画道路 3･5･11 号新木戸吉橋線 

都市計画道路 3･4･12 号八千代台南勝田台線 

 

 

 

 

（注）おおむね 10 年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むものとする。 

 

② 下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

ａ 基本方針 

ア．下水道及び河川の整備の方針 

【下水道】 

下水道は、本区域の生活環境の向上を図る上でも、また水資源の確保や自然環境の保

護などの面から広域的な公共用水域の水質保全を図る上でも必要不可欠な都市施設であ

る。 

本区域の大部分は、本県の重要な水資源である印旛沼及び東京湾をその排出先として

おり、こうした公共用水域の水質保全が重要な課題となっている。 

特に印旛沼には湖沼水質保全特別措置法に基づく湖沼水質保全計画が策定されており、

こうした計画を進行させるためにも、下水道の整備を次の方針に基づき進める。 

本区域の汚水については、東京湾流域別下水道整備総合計画及び利根川流域別下水道

整備総合計画に基づき印旛沼流域関連公共下水道としてその整備に努めるとともに、希

釈したし尿等を流域関連公共下水道へ放流するための前処理施設の整備を図る。 

雨水については、都市化の動向による雨水の流出傾向の変化に対応し、市街地の浸水

の防止等を図るため、公共下水道雨水管きょの整備に努める。 

また、下水道ストックマネジメント計画を推進し、計画的かつ効率的に老朽化した下

水道施設の改築更新を進める。 

 

【河 川】 

本区域を流れている河川は、一級河川の印旛放水路(新川及び花見川)、桑納川、神崎

川、石神川及び勝田川、準用河川の高野川及び花輪川がある。 

各河川とも、本区域の雨水排水及び生態系等に重要な役割を果たしており、治水安全

度の確保、生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観の保全・創出する多自然川

づくりを進めるとともに、流域のまちづくりと連携しながら、河川空間の適切かつ積極

おおむね１０年以内に整備を予定する施設等は、次のとおりとする。 

主要な施設 名  称  等 

道 路 

・根幹的交通施設の整備の推進 

（主要幹線道路） 

都市計画道路３・２・１７号八千代中央線 

都市計画道路３・３・２７号八千代西部線 

（幹線道路） 

都市計画道路３・４・１号新木戸上高野原線 

都市計画道路３・４・６号八千代台花輪線 

 

 

都市計画道路３・４・１２号八千代台南勝田台線 

都市計画道路３・３・１９号八千代緑が丘駅前線 

都市計画道路３・４・２８号西八千代１号線 

都市計画道路３・４・２９号西八千代２号線 

都市計画道路３・５・３０号西八千代３号線 

（注）おおむね１０年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むものとする。 

 

② 下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

ａ 基本方針 

ア．下水道及び河川の整備の方針 

【下水道】 

下水道は、本区域の生活環境の向上を図る上でも、また水資源の確保や自然環境の保

護などの面から広域的な公共用水域の水質保全を図る上でも必要不可欠な都市施設であ

る。 

本区域の大部分は、本県の重要な水資源である印旛沼及び東京湾をその排出先として

おり、こうした公共用水域の水質保全が重要な課題となっている。 

特に印旛沼には湖沼水質保全特別措置法に基づく湖沼水質保全計画が策定されており、

こうした計画を進行させるためにも、下水道の整備を次の方針に基づき進める。 

本区域の汚水については、流域別下水道整備総合計画に基づき印旛沼流域関連公共下

水道としてその整備に努める。 

 

また、都市化の動向や生活様式の改善等による雨水の流出傾向の変化に対応し、市街

地の浸水の防止等を図るため、公共下水道雨水幹線の整備に努める。 

 

 

 

【河 川】 

本区域を流れている河川は、一級河川の印旛放水路(新川及び花見川)、桑納川、神崎

川、石神川及び勝田川、準用河川の高野川及び花輪川がある。 

各河川とも、本区域の雨水排水及び生態系等に重要な役割を果たしており、治水安全

度の確保、生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観の保全・創出する多自然川

づくりを進めるとともに、流域のまちづくりと連携しながら、河川空間の適切かつ積極
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的な活用を推進する。 

また、市街地の整備にあたっては、水循環に配慮した総合的な治水対策を講じること

を基本方針とするとともに、樹林地や農地の保全等により、それらが持つ多様な機能を

活かし、流域が本来有している保水・遊水機能の確保に努める。 

なお、新市街地の整備にあたっては、地区の有する従来の保水遊水機能に配慮し、雨

水貯留浸透施設の配置などの流出抑制対策を講じ、河川に対する流出量の軽減や流水の

正常な機能の維持に努める。 

 

イ．整備水準の目標 

【下水道】 

市街化区域の全域及び人口の稠密な区域の処理が可能となるような水準を目標とする。 

なお、汚水処理施設については、千葉県全県域汚水適正処理構想に基づき、施設の整

備を進める。 

 

 

【河 川】 

本区域の河川の整備水準は、河川毎に定められる計画規模に基づくものとする。 

 

ｂ 主要な施設の配置の方針 

ア．下水道 

本区域の下水道は分流式とし、汚水については、印旛沼流域関連公共下水道として印

旛沼流域下水道東部幹線、西部幹線、桑納幹線、印西幹線及び手繰幹線に流入させ、花

見川終末処理場及び花見川第 2 終末処理場にて処理する。 

汚水については、事業計画区域内の遅延部の整備を進めるほか、西八千代南部地区の

計画的な整備を検討する。 

また、し尿等について希釈した後、流域関連公共下水道へ放流するための前処理施設

を整備する。 

一方、雨水については、流域関連公共下水道事業計画区域内の管きょ整備を推進し、

開発区域については、雨水の流出抑制を図る。 

 

 

イ．河川 

整備水準の目標を達成するために、一級河川の印旛放水路（新川及び花見川)、桑納

川、神崎川、石神川で進められている河川改修事業の推進と一級河川の勝田川と準用河

川の高野川で進められている河川改修事業の促進を図る。  

また、一級河川の印旛放水路（新川及び花見川)及びその周辺については、水と緑豊か

な原風景を活かしつつ、点在する各種施設の有機的な連携や近隣自治体との地域間連携

等を図りながら、本区域の重要な観光資源となるよう整備・活用を推進する。 

 

 

 

 

 

 

的な活用を推進する。 

また、市街地の整備にあたっては、水循環に配慮した総合的な治水対策を講じること

を基本方針とするとともに、樹林地や農地の保全等により、それらが持つ多様な機能を

活かし、流域が本来有している保水・遊水機能の確保に努める。 

 

 

 

 

イ．整備水準の目標 

【下水道】 

目標年次の平成３７年には、市街化区域の全域及びその周辺で進められている大規模

開発並びに人口の稠密な区域の処理が可能となるような水準を目標とする。 

なお、汚水処理施設については、「千葉県全県域汚水適正処理構想」に基づき、施設の

整備を進める。 

 

【河 川】 

本区域の河川の整備水準は、河川毎に定められる計画規模に基づくものとする。 

 

ｂ 主要な施設の配置の方針 

ア．下水道 

本区域の下水道は分流式とし、汚水については、印旛沼流域関連公共下水道として印

旛沼流域下水道東部幹線、西部幹線、桑納幹線、印西幹線及び手繰幹線に流入させ、花

見川終末処理場及び花見川第２終末処理場にて処理する。 

汚水については、事業認可区域内の遅延部の整備を進めるほか、西八千代北部地区等

の土地区画整理事業等に合わせ、整備を促進する。 

 

 

一方、雨水については、流域関連公共下水道事業認可区域内の幹線の整備を推進し、

開発区域については、雨水の流出抑制を図りながら、公共下水道の雨水幹線の整備を促

進する。 

 

イ．河川 

整備水準の目標を達成するために、一級河川の印旛放水路（新川及び花見川)、桑納

川、神崎川、石神川で進められている河川改修事業の推進と一級河川の勝田川と準用河

川の高野川で進められている河川改修事業の促進を図る。 

また、新市街地の整備にあたっては、地区の有する従来の保水遊水機能に配慮し、雨

水貯留浸透施設の設置などの流出抑制策を講じ、河川に対する流出量の軽減や流水の正

常な機能の維持に努める。 
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ｃ 主要な施設の整備目標 

おおむね 10 年以内に整備を予定する施設等は、次のとおりとする。 

都市施設 名 称 等 

下 水 道 

・汚水 

流域関連公共下水道事業計画（汚水）区域内における下水道施

設の建設及び更新 

希釈したし尿等を流域関連公共下水道へ放流するための前処

理施設の建設 

 

・雨水 

流域関連公共下水道事業計画（雨水）区域内における下水道施

設の建設及び更新 

 

 

河   川 

・一級河川印旛放水路（新川及び花見川） 

・一級河川桑納川 

・一級河川神崎川 

・一級河川石神川 

・一級河川勝田川 

・準用河川高野川 

（注）おおむね 10 年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むものとする。 

 

（４）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

①主要な市街地開発事業の決定の方針 

ア．大和田地区 

京成大和田駅周辺に位置し、駅の南側においては、土地区画整理事業が完了している

が、駅の北側については、依然として都市基盤施設の整備が不十分であるため、市街地

開発事業やその他の整備手法を検討し、将来的に良好な居住環境の形成を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ 主要な施設の整備目標 

おおむね１０年以内に整備を予定する施設等は、次のとおりとする。 

都市施設 名 称 等 

下 水 道 

・流域関連公共下水道 

上高野処理分区の汚水管渠の建設 

吉橋処理分区の汚水管渠の建設 

北部処理分区の汚水管渠の建設 

石神処理分区の汚水管渠の建設 

 

八千代排水区の雨水幹線管渠の建設 

黒沢排水区の雨水幹線管渠の建設 

石神第１排水区の雨水幹線管渠の建設 

石神第２排水区の雨水幹線管渠の建設 

石神第３排水区の雨水幹線管渠の建設 

河   川 

・一級河川印旛放水路（新川及び花見川） 

・一級河川桑納川 

・一級河川神崎川 

・一級河川石神川 

・一級河川勝田川 

・準用河川高野川 

（注）おおむね１０年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むものとする。 

 

4) 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

①主要な市街地開発事業の決定の方針 

ア．大和田地区 

京成大和田駅周辺に位置し、駅の南側においては、土地区画整理事業が完了したとこ

ろであるが、駅の北側については、依然として都市基盤施設の整備が不十分であり、計

画的な整備を進める必要がある。このため、京成大和田駅の北側について、市街地開発

事業やその他の整備手法を検討し、将来的には南北一体とした商業地の形成を目指す。 

 

イ．西八千代北部地区 

現在、土地区画整理事業を実施中の地区であり、八千代緑が丘駅周辺への商業・業務

機能の集積を図るとともに、その周辺については、良好な居住環境の誘導を図る。 

 

ウ．八千代カルチャータウン地区 

開発行為を実施中である当地区においては、主要幹線道路である国道１６号にアクセ

スする立地性を活かした土地利用の促進とともに適正な規制・誘導を講じていく。 
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（５）自然的環境の整備又は保全に関する主要な都市計画の決定の方針 

①基本方針 

緑地空間は、自然生態を維持存続させるばかりでなく、都市生活を営む住民に憩いと

やすらぎを与え、豊かな人間性を回復させるとともに、公害の防止や災害等の避難場所

を提供するなど、潤いのある安全な都市づくりを進めるうえで重要かつ多様な機能を果

たしている。 

本区域の地形は、全体の形は変則な矩形で、そのほぼ中央が標高約 30ｍの最高の高さ

を示し、ここを分水界として南西方面は東京湾へ、北東方面は印旛沼への勾配をもつ丘

陵地を形成している。 

地勢は、他の北総地域と同様に平坦で、区域の中央を南北に印旛放水路（新川及び花

見川）が流れ、印旛放水路（新川及び花見川）の中流部に西方から桑納川が合流し、両

河川の沿岸には、水田地帯が開けている。 

更にこの水田地帯に沿って、丘陵地が連なるとともに所々に狭小な谷津田が分岐して

いる。 

丘陵地は起伏が少なく、主に畑と山林で一部に内陸工業団地や住宅団地等の開発が進

んでいるが、下総台地を象徴する自然景観をとどめ、特に雑木林の台地や斜面緑地及び

水田地による風土景観は特筆すべきものがある。 

しかし、このように貴重な緑地空間も、都市化に伴う数多くの開発により減少傾向を

示しており、今ある自然環境の保全や整備を積極的に行うことが急務とされている。と

りわけ、首都圏近郊部にあって、東京都心と鉄道により直結される本区域の卓越した立

地条件と、印旛放水路（新川及び花見川）を骨格として連担する特色ある田園環境は、

本区域住民のみならず、首都圏住民にとってのレクリエーション需要に応えるべき重要

な役割を有している。 

このようなことから、本区域の緑地の特質を考慮して環境保全、レクリエーション、

防災及び景観といった観点から公園緑地等を系統的に配置し、水と緑にあふれた公園緑

地都市づくりに努めることを基本方針とする。 

 

・緑地の確保目標水準 

緑地確保目標水準 

（平成 47 年） 

将来市街地に対する

割合 

都市計画区域に対す

る割合 

約 14％ 

（約  312ｈａ） 

約 48％ 

（約  2,475ｈａ） 

②市街地整備の目標 

おおむね１０年以内に実施する予定の事業は、次のとおりとする。 

事 業 名 等 地 区 名 称 

土地区画整理事業 ・西八千代北部地区 

開 発 行 為 ・八千代カルチャータウン地区 

（注）おおむね１０年以内に着手予定及び施行中の事業を含むものとする。 

 

5) 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

①基本方針 

緑地空間は、自然生態を維持存続させるばかりでなく、都市生活を営む住民に憩いと

やすらぎを与え、豊かな人間性を回復させるとともに、公害の防止や災害等の避難場所

を提供するなど、潤いのある安全な都市づくりを進めるうえで重要かつ多様な機能を果

たしている。 

本区域の地形は、全体の形は変則な矩形で、そのほぼ中央が標高約３０ｍの最高の高

さを示し、ここを分水界として南西方面は東京湾へ、北東方面は印旛沼への勾配をもつ

丘陵地を形成している。 

地勢は、他の北総地域と同様に平坦で、区域の中央を南北に印旛放水路（新川及び花

見川）が流れ、印旛放水路（新川及び花見川）の中流部に西方から桑納川が合流し、両

河川の沿岸には、水田地帯が開けている。 

更にこの水田地帯に沿って、丘陵地が連なるとともに所々に狭小な谷津田が分岐して

いる。 

丘陵地は起伏が少なく、主に畑と山林で一部に内陸工業団地や住宅団地等の開発が進

んでいるが、下総台地を象徴する自然景観をとどめ、特に雑木林の台地や斜面緑地及び

水田地による風土景観は特筆すべきものがある。 

しかし、このように貴重な緑地空間も、都市化に伴う数多くの開発により減少傾向を

示しており、今ある自然環境の保全や整備を積極的に行うことが急務とされている。と

りわけ、首都圏近郊部にあって、東京都心と鉄道により直結される本区域の卓越した立

地条件と、印旛放水路（新川及び花見川）を骨格として連担する特色ある田園環境は、

本区域住民のみならず、首都圏住民にとってのレクリエーション需要に応えるべき重要

な役割を有している。 

このようなことから、本区域の緑地の特質を考慮して環境保全、レクリエーション、

防災及び景観といった観点から公園緑地等を系統的に配置し、水と緑にあふれた公園緑

地都市づくりに努めることを基本方針とする。 

 

・緑地の確保目標水準 

緑地確保目標水準 

（平成４７年） 

将来市街地に対する割合 都市計画区域に対する割合 

約 14％ 

（約  312ｈａ） 

約 48％ 

（約  2,475ｈａ） 
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・都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標水準 

年 次 平成 22 年 平成 37 年 平成 47 年 

都市計画区域内人口 

一人当り目標水準 
 14.8㎡／人 17.0㎡／人 18.2㎡／人 

 

②主要な緑地の配置の方針 

ａ 環境保全系統 

環境保全系統は、印旛放水路（新川及び花見川）、桑納川周辺を水と緑の骨格とし、本

区域南北を結ぶ主要なグリーンインフラとして位置づけ、川沿いの遊歩道と各所に配置

する拠点的施設とのネットワーク化を目指す。 

また、広域的には、関係自治体と連携し、印旛放水路（新川及び花見川）周辺の活性

化に取り組む。 

 

ｂ レクリエーション系統 

レクリエーション緑地は、都市基幹公園及び広域公園を核として配置し、特に八千代

総合運動公園については、施設の充実とその維持管理を図るとともに、広域公園との一

体的な利用を図る。また、県立八千代広域公園は、新川の流れと連続する斜面樹林によ

る郷土景観と一体化した住民の憩いやスポーツレクリエーション活動の場としての需要

に応える施設整備を図る。 

さらに、従来市民の森等、主として借地形式により用地が確保されていた既成市街地

内の樹林地等について、自然生態に接する場として保全に努めるとともに、永続的な土

地の確保に努める。 

 

ｃ 防災系統 

市街地内の緑地は、地震、火災等の災害時における防災基地、避難地、避難路及び延

焼遅延帯として保全する。また、斜面地等については、土砂災害を防止する緑地として

位置づけ、これらを保全する。さらに広域幹線道路や工場地帯と住宅地や住宅予定地と

の間に介在して防音緩衝及び用途緩衝の機能を有する緑地並びに斜面林については、保

全や緑化促進を図る。 

 

ｄ 景観構成系統 

区域内にある郷土景観となり得る斜面緑地と水田が構成する田園風景の保全を、印旛

放水路（新川及び花見川）等の河川を軸として図り、市街化区域内においては区域内に

残る平地林及び斜面緑地を保全する。また、都市、地区、住区のランドマークとなる緑

地の保全、整備を図る。 

 

ｅ その他 

ア．長期的都市整備に対応した緑地配置計画とする。 

イ．都市の歴史的背景を踏まえ、郷土の個性ある景観を構成する緑地の保全を図る。 

 

 

ウ．社寺、文化財、史跡等と一体となった樹林及び市街地周辺の斜面緑地の保全を図る。 

エ．交通体系や将来土地利用を十分に考慮し、緑地の配置を行う。 

 

・都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標水準 

年 次 平成２２年 平成３７年 平成４７年 

都市計画区域内人口 

一人当り目標水準 
14.8㎡／人 17.0㎡／人 18.2㎡／人 

 

②主要な緑地の配置の方針 

ａ 環境保全系統 

環境保全系統は、都市の骨格を形成するオープンスペースとしての印旛放水路（新川

及び花見川）、神崎川、桑納川及び勝田川を軸として、これに沿った周辺緑地の保全に努

める。  

また、環境改善に資する緑地として市街化区域内の斜面緑地及び良好な樹林地を保全

するとともに、都市基幹公園や住区基幹公園の適正配置及び整備充実を図る。 

 

ｂ レクリエーション系統 

レクリエーション緑地は、住区基幹公園、都市基幹公園及び歴史的環境を有する緑地

等を核として配置し、これらのネットワーク化を図るとともに、機能を高めるため緑道

等を系統的に配置する。また、公園整備にあたっては、県立八千代広域公園を核とした

帯状の親水公園の整備など、地域の特性を活用した個性的な公園整備に努める。 

さらに、従来市民の森等、主として借地形式により用地が確保されていた既成市街地

内の樹林地等について、自然生態に接する場として保全に努める。 

 

 

 

ｃ 防災系統 

市街地内の緑地は、地震、火災等の災害時における防災基地、避難地、避難路及び延

焼遅延帯として保全する。また、斜面地等については、土砂災害を防止する緑地として

位置づけ、これらを保全する。さらに広域幹線道路や工場地帯と住宅地や住宅予定地と

の間に介在して防音緩衝及び用途緩衝の機能を有する緑地並びに斜面林については、保

全や緑化促進を図る。 

 

ｄ 景観構成系統 

区域内にある郷土景観となり得る斜面緑地と水田が構成する田園風景の保全を、印旛

放水路（新川及び花見川）等の河川を軸として図り、市街化区域内においては区域内に

残る平地林及び斜面緑地を保全する。また、都市、地区、住区のランドマークとなる緑

地の保全、整備を図る。 

 

ｅ その他 

ア．長期的都市整備に対応した緑地配置計画とする。 

イ．都市の歴史的背景を踏まえ、郷土の個性ある景観を構成する緑地の保全を図る。 

ウ．本区域の特色ある自然環境である河川を軸とした、「緑と水の基幹軸」の形成をめざ

す。 

エ．社寺、文化財、史跡等と一体となった樹林及び市街地周辺の斜面緑地の保全を図る。 

オ．交通体系や将来土地利用を十分に考慮し、緑地の配置を行う。 
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オ．公園、緑地については、緑地の量も重要であるが、それ以上に「位置」が重要であ

るため、緑地の偏在を避けるよう特に配慮する。 

カ．防災対策上の避難地や避難路については、公園、緑地等とシステム化することによ

り機能の充実を図る。 

キ．市街地の外縁部の緑地を保全し、今後の都市環境の快適性、安全性及び保健性を意

識し、同時に、郷土景観が緑地により将来にわたって保全されていくよう努める。 

ク．谷津・里山の保全や花と緑のまちづくり、住民に愛される公園・緑地の整備などに

取り組むほか、豊かな緑をつなぐ、生物と多様性に配慮したエコロジカルネットワー

クの構築に取り組む。 

ケ．河川は、河川管理等に十分留意しつつ、その利用に努める。 

 

③実現のための具体の都市計画制度の方針 

ａ 公園緑地等の施設緑地 

ア．街区公園は、開発行為に伴う提供公園を位置付けるとともに、公園不足地域におい

ては、公共施設用地や空地などの有効活用により可能な限り街区公園の機能の補完に

努める。 

イ．近隣公園は、防災機能やレクリエーション機能の充実及び憩いの場として、既存施

設の維持管理に努める。 

ウ．地区公園は、住民のレクリエーションや憩いの場として施設維持管理に努める。 

 

エ．総合公園は、果たすべき役割や維持管理のあり方などについて検討し、施設の充実

を図る。 

オ．運動公園は、現況、13.1ha の八千代総合運動公園が整備されており、施設の充実と

その維持管理を図るとともに、広域公園との一体的な土地利用を図る。 

カ．広域公園は、千葉県西部地域を縦断する緑の軸線を構成する印旛放水路（新川及び

花見川）流域に整備中であり、八千代市総合グラウンドや新川沿いの遊歩道等の施設

により、広域的レクリエーションの需要に応える。 

キ．都市緑地は、市街地内に残る斜面緑地及び樹林地を都市のオープンスペースとして

考え、市民の森として緑道、休憩所、広場等を整備するとともに、緩衝緑地や市街地

内の樹林の保護など、それぞれの機能の維持・充実に努める。 

 

ｂ 地域制緑地 

ア．特別緑地保全地区は、環境省による「生物多様性保全上重要な里地里山」選定地で

ある島田谷津・ほたるの里について指定を検討する。 

イ．風致地区は、市街地及び市街地外縁部にあって都市化により平地林、斜面緑地、池

沼、河川等の自然景観の著しい減退が予想される地域の景観の保護を図るもので、特

別緑地保全地区に次ぐ重要範囲について対象とする。 

ウ．生産緑地地区は、農業と調和した良好な都市環境の形成に資するよう、農業従事者

の意向を踏まえつつ、今後とも継続的な保全が図られるよう柔軟な運用に努め、その

多面的な活用方法について調査・検討を進める。また、営農を継続すべき生産緑地地

区については、特定生産緑地への指定を進める。 

カ．広域的レクリエーション計画においては、広域都市圏の相互調整を図り、都市の規

模、性格及び自然条件等の特性を把握し、機能の適正分担を図るため県立八千代広域

公園を配置する。 

キ．公園、緑地については、緑地の量も重要であるが、それ以上に「位置」が重要であ

るため、緑地の偏在を避けるよう特に配慮する。 

ク．防災対策上の避難地や避難路については、公園、緑地等とシステム化することによ

り機能の充実を図る。 

ケ．市街地の外縁部の緑地を保全し、今後の都市環境の快適性、安全性及び保健性を意

識し、同時に、郷土景観が緑地により将来にわたって保全されていくよう努める。 

コ．以上の緑地を緑道により有機的に結合させ、河川を軸としたグリーンネットワーク

システムを構成する。 

 

サ．河川は、河川管理等に十分留意しつつ、その利用に努める。 

 

③実現のための具体の都市計画制度の方針 

ａ 公園緑地等の施設緑地 

ア．街区公園は、現況公園においては、小規模のものも多いが、新設するものについて

は、１カ所当たり０.２５ha以上を原則とし整備を図る。 

イ．近隣公園は、市街地内の樹林地は、近隣公園とはせず、緑地として樹林の保全を優

先するが、面的整備を行う地区については、１近隣住区に１カ所を原則として整備を

図る。 

ウ．地区公園は、種地の確保が困難になっているため、既設の総合公園、広域公園、緑

地等で補うこととし、既設の萱田地区公園の整備に止める。 

エ．総合公園は、種地の確保が困難になっているため、区域東部の村上緑地公園の整備

に止める。 

オ．運動公園は、現況、１３.１ha の八千代総合運動公園が整備されており、隣接する

地区に広域公園が整備中であり、この広域公園と一体的利用を図るものとする。 

カ．広域公園は、千葉県西部地域を縦断する緑の軸線を構成する印旛放水路（新川及び

花見川）流域に整備中であり、八千代市総合グラウンドや新川沿いの遊歩道、サイク

リングロード等の施設により、広域的レクリエーションの需要に応える。 

キ．都市緑地は、市街地内に残る斜面緑地及び樹林地を都市のオープンスペースとして

考え、市民の森として緑道、休憩所、広場等を整備する。 

 

 

ｂ 地域制緑地 

ア．特別緑地保全地区は、都市環境の維持向上に資する市街地内及び外縁部の樹林地、

水辺地、河川等で、現状凍結的に保全すべき緑地を対象とする。 

イ．風致地区は、市街地及び市街地外縁部にあって都市化により平地林、斜面緑地、池

沼、河川等の自然景観の著しい減退が予想される地域の景観の保護を図るもので、特

別緑地保全地区に次ぐ重要範囲について対象とする。 

ウ．生産緑地地区は、農業と調和した良好な都市環境の形成に資するよう農業に従事し

ている者の意向を十分に尊重し、都市における農地等の適正な保全を図る。 
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エ．その他、市街化区域内の樹林及び区域の神社、寺院等の樹林を対象とし、「八千代市

ふるさとの緑を守る条例」に基づき、保全林等に指定する。 

 

④主要な緑地の確保目標 

おおむね 10 年以内に整備を予定する公園等は、次のとおりとする。 

ａ 公園緑地等の施設緑地 

（注）おおむね 10 年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むものとする。 

 

種  別 名 称 等 

広域公園 県立八千代広域公園 

近隣公園 南部近隣公園 

都市緑地 
高津小鳥の森、勝田市民の森、黒沢池市民の森、 

八勝園市民の森 

エ．その他、市街化区域内の樹林及び区域の神社、寺院等の樹林を対象とし、「八千代市

ふるさとの緑を守る条例」に基づき、保全林等に指定する。 

 

④主要な緑地の確保目標 

おおむね１０年以内に整備を予定する公園等は、次のとおりとする。 

ａ 公園緑地等の施設緑地 

（注）おおむね１０年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むものとする。 

種  別 名 称 等 

広域公園 県立八千代広域公園 

近隣公園 北東部近隣公園、西部近隣公園、南部近隣公園 

街区公園 西八千代北部地区５箇所 

都市緑地 
八千代台北子供の森、高津小鳥の森、勝田市民の森、

黒沢池市民の森、八勝園市民の森 

 


